
令和０３年０９月議会

Q自ら飼育していない動物の繁殖抑制（餌やり禁止条例）をもとめる。
又、そのような動物への避妊手術を村で行えないか。

A 広報で住民に周知していく。
自ら飼育している動物に対しては、避妊手術の補助している。

問

このような動物による被害は把握しているのか

○担当課長

そのようなことがあるのは承知しているが具体的には把握していない。

問

餌やりの実態は把握しているか。

○担当課長

実態は把握していないので、把握に務める。

問

今回、条例は制定せず、広報で周知するとの事だが、どのようするのか。

○担当課長

ある程度目立つようにし、周知の状況を見て対応を考える。

問

村長はどのように考えているか。

○村長

餌やりについては、対応が必要である。

避妊手術については、猫は飼い猫か野良猫かの区別が出来ず対応が難しい。

今後ＩＣチップが一般化すればその状況で改めて検討する。

いずれにしろ、責任をもって動物を飼育することが肝要だ。

要望

広報は状況見て、何度でもする必要がある。

村長が言われるように、

広報には、餌やり禁止と共に、責任をもって動物を飼育することも含めて、お願いする。

「補足説明」

９月１０日の新聞で、稲沢市は野良猫の避妊手術助成費をインターネットを通じＣＦ(クラウド

ファンディグ)で集めたとあった。




